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NO.48（令和7年度版）さわふじ

　西原幼稚園は、昭和21年に町内最初の公立幼稚園として創立以来、79年にわたり地域
の宝であるこどもたちの成長を見守ってきました。
　当園では「遊び」を通して学ぶ幼児期の大切な時間を守り、こどもたちの主体性や社会性
がのびのびと育つよう、日々の保育に取り組んでまいりました。また、小学校との交流を重ね、
自然なつながりの中で学びが続いていくよう努めてまいりました。これまで園を温かく支え
てくださった地域の皆さま、そして卒園生・保護者の皆さまに、心より感謝申し上げます。
　当園は、多様化する子育て環境や保護者の皆さまのニーズに対応するため、令和8年3月
をもって閉園し、4月より町立幼保連携型認定こども園「西原こども園」として新たにスタート
します。
西原こども園は、幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持ち、教育・保育を一体的に提供する
施設となります。地域における子育て支援の拠点としての機能を備え、これまで以上に充実
した環境でこどもたちの育ちをサポートしてまいります。
　長きにわたり親しまれた園の名前や仕組みは変わりますが、地域に見守られながら育つ
「にしはらっこ」の笑顔が輝き続けるよう、これからも教育・保育の環境づくりに努めてまいり
ます。新たな門出を迎える西原こども園を、今後とも温かく応援していただければ幸いです。

令和8年3月に西原幼稚園は閉園します

「男女共同参画社会」とは　男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活
動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、か
つ、ともに責任を担うべき社会。（男女共同参画社会基本法第2条）

●SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）
SDGsは、2015年の国連サミットで合意された17項目の目標から構成され、2030年を達成年限としています。
そのうち男女共同参画は、SDGsの目標の一つでもあり、5番目の「ジェンダー平等を実現しよう」というター
ゲットが設定されています。

沖縄県の施策の動向

◆沖縄県パートナーシップ・ファミリーシップ制度◆
　互いの個性を認め合う だれもが自分らしく生きられる社会へ

◆ＤＶへの対策、支援や相談機関について

パートナーシップ制度とは

　沖縄県では、沖縄県差別のない社会づくり条例（令和5年3月31日条例第13号）及び沖縄県性の多様性尊重宣言（美ら
島にじいろ宣言）の理念に基づき、全ての県民がその個性や能力を十分に発揮し、個人の尊厳と多様性が尊重される社会
の実現を目指しています。その具体的な取り組みの一つとして、令和7年3月28日から「沖縄県パートナーシップ・ファミリー
シップ制度」が開始されました。

　ＤＶ対策や児童虐待を防止するため、各種関係機関が保護対策や支援・相談体制の強化などに取
り組んでいます。
　ＤＶかな？虐待かな？と思ったら、ひとりで抱えず悩まず、まずは下記の各種相談機関にご連絡くだ
さい。各機関では様々な知識を持った専門の職員が相談に乗り、適切な対応をともに考えます。

　沖縄県では性の多様性への理解を深め、個性を認め合い、誰もが自分らしく生きられる沖縄を目指して、
相談機関の設置や啓発活動が行われています。
お問い合わせ：LGBTQにじいろ相談(毎週土曜日・午前10時～午後5時)　TEL：098-880-8434

　この制度は、法的な効力（相続、税金の控除等）が生じるものではありませんが、法的に婚姻が認められ
ていない戸籍上同性のカップルや、様々な事情により、婚姻の届出をしない、あるいはできない事実婚の
カップルなどが抱える生きづらさや困りごとが少しでも解消されるよう、沖縄県として応援するものです。

　お互いを人生のパートナーとして認め合ったお二人が、日常の生
活において継続的に協力しあうことを約束した関係であることを
県に対して届出し、県がその届出書を受理したことを証明するも
のです。

ファミリーシップ制度とは
　パートナーシップである方のほかに、こどもや親など親近者が
いる場合に、家族として併せて証明することができる制度です。

詳しくは沖縄県ホームページへ

相談窓口はこちら

お問い合わせ：沖縄県 こども未来部 女性力・ダイバーシティ推進課　TEL：098-866-2500

相談機関

ＤＶ相談＋(プラス)

てぃるる相談室

ＤＶ相談ナビ
（内閣府男女共同参画局）

沖縄県女性相談支援センター

沖縄県性暴力被害者
ワンストップ支援センター
（With youおきなわ）

沖縄県警察本部
※緊急時は警察110番へ

性犯罪被害者
専用相談

警察安全相談

どこに相談すればよいか分からない方のための
ナビサービス

24時間、365日対応
性別等を問わず相談できます。

月～金 (午前8時30分～午後5時15分)
土日・祝日 (午前8時30分～正午
　　　　　 午後1時～午後4時30分)

月～金　午前9時30分～午後6時15分

月～金　午前8時30分～午後5時15分

【女性相談】午前10時～午後5時 (火曜～土曜)

【男性相談】午前10時～午後4時 (日曜・月曜)

【国際女性相談】午前10時～午後5時 (火曜～土曜)

電話・メールは24時間受付、チャット相談も対応 0120-279-889

＃8008

098-854-1172

098-868-4010

098-868-4011

098-880-3402

#8891 または 098-975-0166

#8103
098-868-0110
0120-656-110

#9110 または 098-863-9110

電話番号


